
埼玉県議会議員厚生会厚生事業補助金交付要綱 

 

（趣 旨） 

第１条 県は、埼玉県議会議員厚生会（以下「議員厚生会」という。）の行う厚 

 生事業（以下「事業」という。）に必要な経費として、議員厚生会に対し、予 

 算の範囲内で補助金を交付する。 

２ 前項の補助金の交付に関しては、補助金等の交付手続等に関する規則（昭和 

 ４０年埼玉県規則第１５号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、こ 

 の要綱に定めるところによる。 

（補助対象事業及び経費） 

第２条 補助金交付の対象経費は、議員厚生会が行う事業に要する経費であっ 

 て、次に掲げるものとする。 

 一 医薬品等購入費及び健康診断費 

 二 その他知事が必要と認める事業に要する経費 

（補助額） 

第３条 前条の経費に対する補助額は、当該所要経費の範囲内で知事が定める 

 額とする。 

（申請書の様式等） 

第４条 規則第４条第１項の規定による申請書は、様式第１号によるものとし、 

 その提出期限は、当該補助事業を開始しようとする日の２０日前とする。 

２ 規則第４条第２項各号に掲げる事項に係る書類の添付は要しない。 

（交付決定通知書の様式） 

第５条 規則第７条の交付決定通知書の様式は、様式第２号のとおりとする。 

（交付の方法） 

第６条 補助金の交付の方法は、概算払いとする。 

２ 補助金の請求は、様式第３号によるものとし、その提出期限は、補助金の交 

 付を受けようとする日の５日前とする。 

（報告書の様式等） 

第７条 規則第１３条の報告書は、様式第４号によるものとし、補助事業が完了 

 したときは、すみやかに提出するものとする。 

（書類の整備等） 

第８条 議員厚生会は、補助事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を 

 備え、かつ、当該収入及び支出等についての証拠書類を整備保管しておかなけ 

 ればならない。 

２ 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業の完了（廃止を含む。） 

 の日の属する会計年度から５年間保管しなければならない。 



 

 附 則 

１ この要綱は、昭和５４年６月１日から施行する。 

２ この要綱は、平成１９年６月１日から施行する。 

３ この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第１号 

                                

令和 年度 埼玉県議会議員厚生会厚生事業補助金交付申請書 

 

 

                         令和 年  月  日 

 

（あて先） 

 埼玉県知事           

 

 

                     埼玉県議会議員厚生会 

                     会  長 

 

 下記により、令和 年度埼玉県議会議員厚生会厚生事業補助金の交付を受け

たいので、補助金等の交付手続等に関する規則第４条の規定により申請します。 

 

 

記 

 

 

１ 交付申請額        金        円 
 
 

２ 事業の目的及び内容 
 
 

３ 事業計画 
 
 

４ 事業完了定期日 
 
 

５ 収支予算 

 

 

 

 

 



様式第２号 

 

令和 年度 埼玉県議会議員厚生会厚生事業補助金交付決定通知書 

    

 

                         埼議第      号 

                         令和 年  月  日 

埼玉県議会議員厚生会 

会 長        様 

 

 

                       埼玉県知事   

 

 

 令和 年  月  日付けで申請のあった令和 年度埼玉県議会議員厚生会

厚生事業補助金については、下記のとおり交付する。 

 

 

                記 

 

 

１ 交付金額  金       円 
 
 

２ 支払方法  概算払 
 
 

３ 交付条件 

 （１）補助金は、申請書に記載した事業の経費として使用すること。 

 （２）補助事業を中止し、又は変更しようとするときは、あらかじめ知事に 

   申し出て承認を得ること。 

 （３）補助事業が完了したときは、すみやかに実績報告書を提出する     

   こと。 

 

 

 

 



様式第３号 

 

請  求  書 
 

 

                                             令和 年  月  日 

 

   （あて先） 

     埼玉県知事 

 

                                     

                      埼玉県議会議員厚生会 

                      会 長  

 

 

 下記の金額の支払いを願いたく請求します。 

           

 

記 

 

 

 請求額     金                            円    

 

 ただし、令和 年度埼玉県議会議員厚生会厚生事業補助金として 

 

 

                                 



様式第４号 

 

令和 年度 埼玉県議会議員厚生会厚生事業実績報告書 

 

                         令和 年  月  日 

 

 

（あて先） 

 埼玉県知事           

 

 

 

                     埼玉県議会議員厚生会 

                     会 長         

 

 

 令和 年  月  日付け埼議第     号で補助金の交付決定の通知を

受けた事業が完了したので、補助金等の交付手続等に関する規則第１３条の規

定により、関係書類を添え下記のとおり報告します。 

 

 

                記 

 

 

１ 補助事業の名称 
 
 

２ 補助金の交付決定額 
 
 

３ 補助事業の実施期間 
 
 

４ 補助事業の成果  別紙のとおり 
 
 

５ 収支決算 

 


